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２．補充裁判員に対するアンケート結果 

（１）審理について 

（ⅰ）審理内容のわかりやすさ 

問１ 審理の内容はわかりやすかったですか。 

 

審理の内容が「わかりやすかった」とする回答は 71.0％であり（「普通」とあわせて 96.9％）、「わ

かりにくかった」とする回答は 2.3％である。 

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『審理内容のわかりやすさ』を審理実日数別、自白・否認別でみたのが、図 2-1-1-1である。 

「わかりやすかった」と回答した割合は、審理実日数１日又は２日の場合が 82.7％と最も高く、

審理実日数６日以上の場合が 59.9％と最も低くなっており、審理実日数が長くなるほど「わかり

やすかった」と回答した者の割合が低下する傾向がみられる。 

自白・否認別では、「わかりやすかった」との回答が、自白事件において 76.6％であり、否認

事件（66.2％）を上回っている。 
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図2-1-1 審理内容のわかりやすさ（全体）

※

※数値の上段は「わかりにくかった」、下段は「不明」
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図2-1-1-1 審理内容のわかりやすさ
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※数値の上段は「わかりにくかった」、下段は「不明」
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 不明 



- 57 - 

『審理内容のわかりやすさ』について、審理実日数別をさらに自白・否認別で区分したのが、図

2-1-1-2である。 

自白事件については、「わかりやすかった」と回答した割合は、審理実日数１日又は２日の場合

が 82.4％と最も高く、３日の場合が 72.1％と最も低くなっている。 

また、否認事件については、「わかりやすかった」と回答した割合は、審理実日数１日又は２日

の場合が 85.7％と最も高く、６日以上の場合が 58.7％と最も低くなっている。 
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 わかりやすかった 
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 わかりにくかった 
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（ⅱ）検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ 

問２ 検察官や弁護人の法廷での説明や証拠調べは、わかりやすかったですか。検察官、弁護人 

それぞれについて、お答えください。 

 

検察官や弁護人の法廷での説明等について、「わかりやすかった」又は「普通」と回答した者の

割合は、検察官が 95.8％、弁護人が 83.1％である。 

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ』を審理実日数別でみたのが、図 2-1-2-1

である。 

検察官については、「わかりやすかった」と回答した者の割合は、審理実日数１日又は２日の場

合が 75.9％と最も高く、６日以上の場合が 60.8％と最も低くなっている。弁護人については、１

日又は２日の場合が 52.5％と最も高く、６日以上の場合が 31.3％と最も低くなっている。両者と

も審理実日数が長くなるほど「わかりやすかった」と回答した者の割合が低下する傾向にある。 
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※数値の上段は「わかりにくかった」、下段は「不明」
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『検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ』を自白・否認別で区分したのが、図 2-1-2-2

である。両者とも否認事件よりも自白事件のほうが「わかりやすかった」と回答した者の割合が

高い。 

 

 

『検察官の法廷での説明等のわかりやすさ』について、審理実日数別をさらに自白・否認別で区

分したのが、図 2-1-2-3である。自白事件において「わかりやすかった」と回答した割合は、審

理実日数４日の場合が 76.1％と最も高く、６日以上の場合が 57.9％と最も低くなっている。否認

事件においては、審理実日数１日又は２日の場合が 78.6％と最も高く、６日以上の場合が 61.1％

と最も低くなっている。 
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図2-1-2-3 検察官の法廷での説明等のわかりやすさ

（審理実日数別【自白・否認別】） ※
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 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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『弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ』について、審理実日数別をさらに自白・否認別で区

分したのが、図 2-1-2-4である。自白事件において「わかりやすかった」と回答した割合は、審

理実日数１日又は２日の場合が 55.4％と最も高く、５日の場合が 38.7％と最も低くなっている。

否認事件においては、審理実日数３日の場合が 41.4％と最も高く、１日又は２日の場合が 21.4％

と最も低くなっている。 
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『検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ』を審理内容のわかりやすさ別でみたのが、

図 2-1-2-5及び図 2-1-2-6である。両者とも審理内容が「わかりやすかった」と回答した層が、

他の層よりも検察官・弁護人の説明等が「わかりやすかった」と回答した者の割合が高い。 
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図2-1-2-6 弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ
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 わかりやすかった 
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 普通 
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- 62 - 

（ⅲ）検察官の法廷活動に対して感じられた印象 

問３－１ 検察官の法廷活動に対して感じられた印象について、お答えください。 

 

 

検察官の法廷活動に対して感じられた印象については、「話し方に問題があった」（12.5％）と

回答した割合が最も高く、以下、「証人や被告人に対する質問の意図・内容がわかりにくかった」

（11.8％）、「供述調書の朗読がわかりにくかった」（11.1％）、「説明が詳しすぎた」（7.2％）、「話

す内容がわかりにくかった」（4.8％）の順で低くなっている。 

 はい 

 いいえ 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

上記５つの評価軸を審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、検察官の法廷

での説明等のわかりやすさ別でみたのが、図 2-1-3-2から図 2-1-3-6である。特に「審理内容の

わかりやすさ」及び「検察官の法廷での説明等のわかりやすさ」に関して「わかりにくかった」

と回答した層において、上記各印象について「はい」と回答した者の割合が概ね高い傾向にある。 
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① 検察官の話し方に問題があった（早口、声が聞き取りにくい、言葉が難しかった等） 
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②検察官の説明が詳しすぎた 
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図2-1-3-3 検察官の説明が詳しすぎた

（審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、

検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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③検察官が話す内容がわかりにくかった 
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図2-1-3-4 検察官が話す内容がわかりにくかった

（審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、

検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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④証人や被告人に対する検察官の質問の意図・内容がわかりにくかった 
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図2-1-3-5 証人や被告人に対する検察官の質問の意図・内容がわかりにくかった

（審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、

検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別）
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）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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⑤供述調書の朗読がわかりにくかった（長い、単調、その場で理解できない、印象に残らない等） 
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図2-1-3-6 供述調書の朗読がわかりにくかった

（長い、単調、その場で理解できない、印象に残らない等）

（審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、

検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別）
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の
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２
）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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（ⅳ）弁護人の法廷活動に対して感じられた印象 

問３－２ 弁護人の法廷活動に対して感じられた印象について、お答えください。 

 
弁護人の法廷活動に対して感じられた印象については、「証人や被告人に対する質問の意図・

内容がわかりにくかった」（28.0％）と回答した割合が最も高く、以下、「話し方に問題があった」

（25.1％）、「話す内容がわかりにくかった」（19.9％）、「説明が詳しすぎた」（4.4％）の順で低く

なっている。 

 はい 

 いいえ 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

上記４つの評価軸を審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、弁護人の法廷

での説明等のわかりやすさ別でみたのが、図 2-1-4-2から図 2-1-4-5である。特に「審理内容の

わかりやすさ」及び「弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ」に関して「わかりにくかった」

と回答した層において、上記各印象について「はい」と回答した者の割合が高い。 
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図2-1-4-1 弁護人の法廷活動に対して感じられた印象（全体）

話し方に問題があった

（早口、声が聞き取りにくい、

言葉が難しかった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにくかった

証人や被告人に対する質問の

意図・内容がわかりにくかった
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①弁護人の話し方に問題があった（早口、声が聞き取りにくい、言葉が難しかった等） 

 

 

  

309 

25.1%

29 

17.9%

97 

25.1%

76 

27.5%

41 

23.0%

66 

29.1%

112 

19.5%

197 

30.0%

196 

22.5%

96 

30.2%

14 

50.0%

36 

7.5%

157 

29.0%

113 

59.5%

907 

73.8%

132 

81.5%

286 

74.1%

198 

71.7%

136 

76.4%

155 

68.3%

458 

79.9%

449 

68.4%

672 

77.0%

217 

68.2%

14 

50.0%

443 

92.1%

379 

70.1%

75 

39.5%

13 

1.1%

1 

0.6%

3 

0.8%

2 

0.7%

1 

0.6%

6 

2.6%

3 

0.5%

10 

1.5%

5 

0.6%

5 

1.6%

0 

0.0%

2 

0.4%

5 

0.9%

2 

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

１日又は２日

n=162

３日

n=386

４日

n=276

５日

n=178

６日以上

n=227

自白事件

n=573

否認事件

n=656

わかりやすかった

n=873

普通

n=318

わかりにくかった

n=28

わかりやすかった

n=481

普通

n=541
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図2-1-4-2 弁護人の話し方に問題があった

（早口、声が聞き取りにくい、言葉が難しかった等）

（審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）
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 はい 

 いいえ 

 不明 
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②弁護人の説明が詳しすぎた 
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図2-1-4-3 弁護人の説明が詳しすぎた

（審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）

審
理
の
実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

審
理
内
容
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
１
）

弁
護
人
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）
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③弁護人が話す内容がわかりにくかった 
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図2-1-4-4 弁護人が話す内容がわかりにくかった

（審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）
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２
）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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④証人や被告人に対する弁護人の質問の意図・内容がわかりにくかった 

 

 

（ⅴ）検察官や弁護人の活動に感じられた問題点等（問３－３） 

検察官や弁護人の活動に感じられた問題点等について、気づいた点を自由に記載してもらった

ところ、全１，２２９名中、５５５名から回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表（１９４頁以下）記載の項目別に分類したところ、

検察官の活動に感じられた問題点の中で最も多かったのは「声が聞き取りにくかった」であり、

「証人や被告人に対する質問の意図・内容がわかりにくかった」がそれに続いている。弁護人の活

動に感じられた問題点の中で最も多かったのは「声が聞き取りにくかった」であり、「主張がわか

りにくかった」「証人や被告人に対する質問の意図・内容がわかりにくかった」がそれに続いてい

る。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 
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図2-1-4-5 証人や被告人に対する弁護人の質問の意図・内容がわかりにくかった

（審理実日数別、自白・否認別、審理内容のわかりやすさ別、

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）
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実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

審
理
内
容
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
１
）

弁
護
人
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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（ⅵ）裁判官の説明のわかりやすさ 

問４ 裁判官の説明はわかりやすかったですか。 

 

裁判官の説明について「わかりやすかった」とする回答は 92.6％であり（「普通」とあわせて

99.1％）、「わかりにくかった」とする回答は 0.3％である。 

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『裁判官の説明のわかりやすさ』を審理実日数別、自白・否認別でみたのが、図 2-1-6-1である。 

「わかりやすかった」と回答した割合については、審理実日数の長短や自白・否認の差による大

きな違いはみてとれない。 

 

 

  

1,138 

92.6%

80 

6.5%
4 0.3%

7 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

図2-1-6 裁判官の説明のわかりやすさ（全体）

※

※数値の上段は「わかりにくかった」、下段は「不明」
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5.6%
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7.9%

11 
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41 
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5.9%

4 0.3%

1 0.6%

1 0.3%

0 0.0%

2 1.1%

0 0.0%

3 0.5%

1 0.2%

7 0.6%

1 0.6%

2 0.5%

0 0.0%

0 0.0%

4 1.8%

2 0.3%

5 0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

１日又は２日

n=162

３日

n=386

４日

n=276

５日

n=178

６日以上

n=227

自白事件

n=573

否認事件

n=656

図2-1-6-1 裁判官の説明のわかりやすさ

（審理実日数別、自白・否認別）
※

※数値の上段は「わかりにくかった」、下段は「不明」

審
理
の
実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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『裁判官の説明のわかりやすさ』について、審理実日数別をさらに自白・否認別で区分したのが、

図 2-1-6-2である。 

自白事件・否認事件とも「わかりやすかった」とする回答の割合が、いずれの区分でも 85％を

上回っており、審理実日数の長短による大きな違いはみてとれない。 
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n=14

３日

n=128

４日

n=159

５日

n=147

６日以上

n=208

図2-1-6-2 裁判官の説明のわかりやすさ

（審理実日数別【自白・否認別】）

審
理
の
実
日
数
別
【
自
白
】

審
理
の
実
日
数
別
【
否
認
】

※数値の上段は「わかりにくかった」、下段は「不明」

※

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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『裁判官の説明のわかりやすさ』について、審理内容のわかりやすさ別、検察官の法廷での説明

等のわかりやすさ別、弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別で区分したのが、図 2-1-6-3で

ある。 

いずれの区分でも「わかりやすかった」と回答した層が、他の層よりも裁判官の説明が「わか

りやすかった」と回答した者の割合が高い。 
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わかりやす

かった

n=873

普通

n=318

わかりにく

かった

n=28

わかりやす

かった

n=837

普通

n=341
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かった

n=44

わかりやす

かった

n=481

普通

n=541

わかりにく

かった

n=190

図2-1-6-3 裁判官の説明のわかりやすさ

（審理内容のわかりやすさ別、検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別、

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）
※

※数値の上段は「わかりにくかった」、下段は「不明」

審
理
内
容
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
１
）

検
察
官
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

弁
護
人
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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（２）評議について 

（ⅰ）評議における話しやすさ 

問５ 評議は話しやすい雰囲気でしたか。 

 

 

評議について「話しやすい雰囲気であった」との回答が 71.9％（「普通」とあわせて 97.0％）で

あるのに対し、「話しにくい雰囲気であった」との回答は 2.0％である。 

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『評議における話しやすさ』を審理実日数別、自白・否認別でみたのが、図 2-2-1-1である。 

審理実日数別、自白・否認別いずれも各回答の割合に大きな差はみられない。 

 

 

 

  

884 

71.9%

308 

25.1%

24 2.0%

13 1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

図2-2-1 評議における話しやすさ（全体）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」、下段は「不明」

※
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n=386

４日

n=276

５日
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６日以上

n=227

自白事件

n=573

否認事件

n=656

図2-2-1-1 評議における話しやすさ

（審理実日数別、自白・否認別）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」、下段は「不明」

※

審
理
の
実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 
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『評議における話しやすさ』を審理内容のわかりやすさ別、検察官の法廷での説明等のわかりや

すさ別、弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別でみたのが、図 2-2-1-2である。 

いずれの区分でも「わかりやすかった」と答えた層で、「話しやすい雰囲気であった」とする回

答の割合が高くなっている。 
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図2-2-1-2 評議における話しやすさ

（審理内容のわかりやすさ別、検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別、

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」、下段は「不明」
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廷
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別
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２
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※

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 
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『評議における話しやすさ』を検察官の法廷活動に対して感じられた印象別でみたのが、図

2-2-1-3である。 

いずれの区分でも「話しやすい雰囲気であった」とする回答の割合については、検察官の法廷

活動に対して感じられた印象による大きな違いはみてとれない。 
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図2-2-1-3 評議における話しやすさ

（検察官の法廷活動で感じられた印象別）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」、下段は「不明」

※

話し方に問題があった

（早口、声が聞き取りにくい、

言葉が難しかった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにく

かった

証人や被告人に対する

質問の意図・内容が

わかりにくかった

供述調書の朗読がわかり

にくかった（長い、単調、

その場で理解できない、

印象に残らない等）

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 



- 79 - 

『評議における話しやすさ』を弁護人の法廷活動に対して感じられた印象別でみたのが、図

2-2-1-4である。 

いずれの区分でも「話しやすい雰囲気であった」とする回答の割合については、弁護人の法廷

活動に対して感じられた印象による大きな違いはみてとれない。 

 

 

 

『評議における話しやすさ』を裁判官の説明のわかりやすさ別でみたのが、図 2-2-1-5である。 

裁判官の説明が「わかりやすかった」と回答した層で、「話しやすい雰囲気であった」とする回

答の割合が顕著に高くなっている。 
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図2-2-1-4 評議における話しやすさ

（弁護人の法廷活動で感じられた印象別）

話し方に問題があった

（早口、声が聞き取りに

くい、言葉が難しかった

等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにく

かった

証人や被告人に対する

質問の意図・内容が

わかりにくかった

※

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」、下段は「不明」
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わかりにく
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n=4

図2-2-1-5 評議における話しやすさ

（裁判官の説明のわかりやすさ別）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」、下段は「不明」

裁
判
官
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説
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の

わ
か
り
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す
さ
別
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問
４
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※

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 
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（ⅱ）評議の進め方（裁判官の進行、裁判官の説明、評議の時間、休憩の取り方など）についての

意見や感想など（問６） 

評議の進め方について、気づいた点を自由に記載してもらったところ、全１，２２９名中、 

７３７名から回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表（１９６頁以下）記載の項目別に分類したところ、

「進行が適切だった」などとするものが最も多く、「説明がわかりやすかった」「応対（接遇）が適

切だった」などがそれに続いている。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 

 

（３）審理・評議の日程の組み方について 

問７ 審理・評議の日程の組み方をどう思いましたか。 

 

審理・評議の日程の組み方について、「どちらともいえない」との回答が最も多く、73.1％となっ

ている。「どちらかといえば、裁判所に来る日数を少なくした方がよかった」との回答が 14.6％であ

ったのに対し、「どちらかといえば、裁判所に来る日数を多くした方がよかった」との回答は 10.2％

であった。 

 

裁判所に来る日数を 

少なくした方がよかった 

 
裁判所に来る日数を 

多くした方がよかった 

 

 

どちらともいえない 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『審理・評議の日程の組み方』を審理実日数別、自白・否認別でみたのが、図 2-3-1である。

審理実日数別、自白・否認別にかかわらず、「どちらともいえない」とする回答が最も多い。いず

れの層でも「裁判所に来る日数を少なくした方がよかった」とする回答が「裁判所に来る日数を

多くした方がよかった」とする回答を上回っている。 
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14.6%

125 

10.2%

899 

73.1%

26 

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

図2-3 審理・評議の日程の組み方（全体）
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『審理・評議の日程の組み方』を審理内容のわかりやすさ別でみたのが、図 2-3-2である。審

理内容のわかりやすさにかかわらず、「どちらともいえない」とする回答が最も多いものの、いず

れの層でも「裁判所に来る日数を少なくした方がよかった」とする回答が「裁判所に来る日数を

多くした方がよかった」とする回答を上回っている。 
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図2-3-2 審理・評議の日程の組み方

（審理内容のわかりやすさ別）

 

裁判所に来る日数を 

少なくした方がよかった 

 
裁判所に来る日数を 

多くした方がよかった 

 

 

どちらともいえない 

 不明 

 

裁判所に来る日数を 

少なくした方がよかった 

 
裁判所に来る日数を 

多くした方がよかった 

 

 

どちらともいえない 

 不明 
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『審理・評議の日程の組み方』を職業別、育児介護の有無別でみたのが、図 2-3-3である。 

職業別でみると、職業にかかわらず、どの層についても「どちらともいえない」とする回答が

最も多い。「裁判所に来る日数を少なくした方がよかった」との回答は、パート・アルバイトの層

が 15.8％と最も高く、以下、お勤め（正規の職員・従業員。役員を含む）の層（15.0％）、専業

主婦・専業主夫の層（14.0％）、学生の層（12.5％）、自営・自由業の層（12.3％）、無職の層（11.5％）、

お勤め（派遣社員）の層（11.4％）の順で低くなっている。「裁判所に来る日数を多くした方がよ

かった」との回答は、自営・自由業の層が 12.3％と最も高く、以下、お勤め（正規の職員・従業

員。役員を含む）の層（11.9％）、無職の層（10.3％）、パート・アルバイトの層（7.6％）、学生

の層（6.3％）、専業主婦・専業主夫の層（5.4％）、お勤め（派遣社員）の層（2.3％）の順で低く

なっている。 

 育児介護の有無別にみると、育児介護の有無にかかわらず、どの層についても「どちらともい

えない」とする回答が最も多いものの、「裁判所に来る日数を少なくした方がよかった」とする

回答が「裁判所に来る日数を多くした方がよかった」とする回答を上回っている。 
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図2-3-3 審理・評議の日程の組み方
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裁判所に来る日数を 

少なくした方がよかった 

 
裁判所に来る日数を 

多くした方がよかった 

 

 

どちらともいえない 

 不明 
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（４）裁判所の対応（裁判所からの情報の提供、裁判所職員の対応、裁判所の設備など）に

ついて 

（ⅰ）全体的な印象 

問８－１ 全体的な印象はいかがでしたか。 

 

 

裁判所の対応について、「適切であった」との回答が 73.1％（「普通」とあわせて 98.9％）であ

ったのに対し、「不適切な対応があった」との回答は 0.7％であった。 

 適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『裁判所の対応に対する全体的な印象』を補充裁判員として裁判に参加した感想別でみたのが、

図 2-4-1-1である。 

「非常によい経験と感じた」と回答した層で、「適切であった」と回答する割合が高い。 
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5 0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

図2-4-1 裁判所の対応に対する全体的な印象（全体）

※

※数値の上段は「不適切な対応があった」、下段は「不明」
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図2-4-1-1 裁判所の対応に対する全体的な印象

（補充裁判員として裁判に参加した感想別）
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※数値の上段は「不適切な対応があった」、下段は「不明」
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 適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 
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（ⅱ）裁判所の対応について感じたこと（問８－２） 

裁判所の対応（裁判所からの情報の提供、裁判所職員の対応、裁判所の設備など）について、

「ア 「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が届いてから裁判員等選任手続期日の前日まで」、

「イ 裁判員等選任手続期日当日」、「ウ 補充裁判員に選任されてから本日まで」の３つに分け、

自由な意見を記載してもらった。 

なお、記述内容を資料編の自由記載分類・整理表記載の項目別に分類した。 

 

ア 「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が届いてから裁判員等選任手続期日の前日まで 

全１，２２９名中、回答があったのは４７７名である。 

「事前送付物」に関するものが最も多く、職員の対応について「適切だった、気を遣ってもらっ

た」がそれに続いている。 

詳しくは、資料編の自由記載分類・整理表（１９９頁以下）を参照されたい。 

 

イ 裁判員等選任手続期日当日 

全１，２２９名中、回答があったのは５０３名である。 

特に項目を特定することなく、「全般的に問題がなかった」が最も多く、職員の対応について「適

切だった、気を遣ってもらった」がそれに続いている。 

詳しくは、資料編の自由記載分類・整理表（２００頁以下）を参照されたい。 

 

ウ 補充裁判員に選任されてから本日まで 

全１，２２９名中、回答があったのは５５２名である。 

職員の対応について「適切だった、気を遣ってもらった」が最も多く、特に項目を特定するこ

となく、「全般的に問題がなかった」がそれに続いている。 

詳しくは、資料編の自由記載分類・整理表（２０１頁以下）を参照されたい。 
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（５）補充裁判員を務めた感想等について 

（ⅰ）補充裁判員に選ばれる前の気持ち 

問９ 補充裁判員に選ばれる前、裁判員に選ばれることについてどう思っていましたか。 

 

補充裁判員に選ばれる前の気持ちについて、「積極的にやってみたい」（14.7％）、「やってみたい」

（29.1％）をあわせた『積極的な参加意向』は 43.8％であるのに対し、「あまりやりたくなかった」

（25.9％）、「やりたくなかった」（9.3％）をあわせた『消極的な参加意向』は 35.2％である。 

 積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『補充裁判員に選ばれる前の気持ち』を性別、年齢別でみたのが、図 2-5-1-1である。 

性別でみると、男性のほうが『積極的な参加意向』（50.3％）が高く、女性のほうが『消極的な

参加意向』（41.8％）が高い。 

年齢別でみると、若年層ほど『積極的な参加意向』が高く、６０代までは年齢が高くなるにし

たがって低くなっている。なお、７０歳以上の『積極的な参加意向』が突出しているが、７０歳

以上は、定型的に辞退が認められる事由であることに留意されたい。 
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図2-5-1-1 補充裁判員に選ばれる前の気持ち
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 積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 
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『補充裁判員に選ばれる前の気持ち』を職業別、育児介護の有無別でみたのが、図 2-5-1-2であ

る。 

職業別でみると、学生の層が 87.6％と最も高い『積極的な参加意向』を示しているが、学生は、

定型的に辞退が認められる事由であることに留意されたい。以下、自営・自由業の層（47.9％）、

無職の層（46.2％）、お勤め（正規の職員・従業員。役員を含む）の層（45.9％）、パート・アル

バイトの層（40.7％）、お勤め（派遣社員）の層（29.6％）、専業主婦・専業主夫の層（26.9％）

の順で『積極的な参加意向』は低くなっている。 

育児介護の有無別では、大きな差はみてとれない。 

 

（ⅱ）問９で答えた理由（問１０） 

『補充裁判員に選ばれる前の気持ち』（問９）の理由を自由に記載してもらったところ（問１０）、

全１，２２９名中、１，１６２名から回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表（２０２頁以下）記載の項目別に分類したところ、

裁判員に選任されることに対し、『積極的な参加意向』を示した理由として、「貴重な経験である、

関心があった」が最も多く、逆に、『消極的な参加意向』を示した理由として「社会生活上（育児

介護、仕事など）の支障」が最も多い。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。  
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別
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 積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 
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（ⅲ）補充裁判員として裁判に参加した感想 

問１１ 補充裁判員として裁判に参加したことは、あなたにとってどのような経験であったと感じ

ましたか。 

 

参加したことは「非常によい経験と感じた」との回答が 65.2％である。これに、「よい経験と感

じた」との回答（30.2％）をあわせた『よい経験』は 95.4％になる。 

 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『補充裁判員として裁判に参加した感想』を審理実日数別、自白・否認別でみたのが、図 2-5-3-1

である。 

審理実日数別、自白・否認にかかわらず、90％以上が『よい経験』と感じている。 

 

 
 

 

  

801 

65.2%

371 

30.2%

23 

1.9%

9 0.7%

15 1.2%

10 0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

図2-5-3 補充裁判員として裁判に参加した感想（全体）

※

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」、中段は「特に感じることはなかった」、

下段は「不明」
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29.3%
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32.6%
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29.9%
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1.9%
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3.1%
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1.3%
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1.8%
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1.7%
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2.2%

11 

1.9%
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1.8%

9 0.7%
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3 0.8%

1 0.4%

0 0.0%

3 1.3%

6 1.0%

3 0.5%

15 1.2%

1 0.6%

5 1.3%

3 1.1%

4 2.2%

2 0.9%

6 1.0%

9 1.4%

10 0.8%

2 1.2%

4 1.0%

0 0.0%

0 0.0%

4 1.8%

5 0.9%

5 0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

１日又は２日

n=162

３日

n=386

４日

n=276

５日

n=178

６日以上

n=227

自白事件

n=573

否認事件

n=656

図2-5-3-1 補充裁判員として裁判に参加した感想

（審理実日数別、自白・否認別）
※

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」、中段は「特に感じること

はなかった」、下段は「不明」

審
理
の
実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 



- 88 - 

『補充裁判員として裁判に参加した感想』を審理内容のわかりやすさ別、検察官の法廷での説明

等のわかりやすさ別、弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別、裁判官の説明のわかりやすさ

別でみたのが、図 2-5-3-2である。「わかりやすかった」「普通」と回答した層では、いずれの区

分でも「非常によい経験と感じた」「よい経験と感じた」との回答が高い割合を占めている。特に

「わかりやすかった」と回答した層では、「非常によい経験と感じた」と回答した者の割合が他の

層よりも高くなっている。 
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9 1.7%
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3 3.8%
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1 0.2%
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0 0.0%

4 0.4%

1 1.3%

0 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

わかりやす

かった

n=873

普通

n=318

わかりにく

かった

n=28

わかりやす

かった

n=837

普通

n=341

わかりにく

かった

n=44

わかりやす

かった

n=481

普通

n=541

わかりにく

かった

n=190

わかりやす

かった

n=1,138

普通

n=80

わかりにく

かった

n=4

図2-5-3-2 補充裁判員として裁判に参加した感想

（審理内容のわかりやすさ別、検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別、

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別、裁判官の説明のわかりやすさ別）
※

審
理
内
容
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
１
）

検
察
官
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

弁
護
人
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

裁
判
官
の
説
明
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
４
）

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」、中段は「特に感じることはなかった」、

下段は「不明」

 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 
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『補充裁判員として裁判に参加した感想』を評議の話しやすさ別でみたのが、図 2-5-3-3である。

「話しやすい雰囲気であった」と答えた層では、「非常によい経験と感じた」と回答した者の割合

が 72.7％と、他の層よりも高くなっている。 

 

 
 

『補充裁判員として裁判に参加した感想』を選任前の気持ち別でみたのが、図 2-5-3-4である。

「特に考えていなかった」の層を除くと、選任前の参加意向が積極的な層ほど、「非常によい経験

と感じた」と回答した者の割合が高くなっている。また、選任前に「やりたくなかった」と回答

した層であっても、選任後は 78.1％が『よい経験』と感じたと回答している。 

 

 

 

  

801 

65.2%

643 

72.7%

145 

47.1%
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37.5%
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30.2%
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25.1%
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4.9%

1 
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1 4.2%

10 0.8%

4 0.5%

1 0.3%

0 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

話しやすい

雰囲気

n=884

普通

n=308

話しにくい

雰囲気

n=24

図2-5-3-3 補充裁判員として裁判に参加した感想

（評議の話しやすさ別）

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」、中段は「特に感じることはなかった」、

下段は「不明」

評
議
の
話
し
や
す
さ
別
（
問
５
）

※
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266 
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24.0%
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48 

42.1%
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32.8%

23 
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1.6%

11 

9.6%
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1.2%

9 0.7%

1 0.6%

2 0.6%

0 0.0%

5 4.4%

1 0.4%

15 1.2%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

8 7.0%

7 2.9%

10 0.8%

2 1.1%

2 0.6%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,229

積極的に

やってみたい

n=181

やってみたい

n=358

あまりやりたく

なかった

n=318

やりたくなかった

n=114

特に考えて

いなかった

n=244

図2-5-3-4 補充裁判員として裁判に参加した感想

（選任前の気持ち別）

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」、中段は「特に感じることはなかった」、

下段は「不明」

選
任
前
の
気
持
ち
別
（
問

）

※

９

 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 

 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 
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ア 補充裁判員として裁判に参加し、「よい経験」と感じた理由（問１２－１） 

 

『補充裁判員として裁判に参加した感想』（問１１）について「非常によい経験と感じた」「よい

経験と感じた」と回答した１，１７２名にその理由を自由に記載してもらったところ、１，１４

０名から回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表（２０５頁以下）記載の項目別に分類したところ、

「普段できない貴重な経験をした、やりがいがあった」が最も多く、「裁判や裁判所のことがわか

った、身近になった」がそれに続いている。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 

 

イ 補充裁判員として裁判に参加し、「よい経験」と感じなかった理由 

問１２－２ （問１１で「あまりよい経験とは感じなかった」「よい経験とは感じなかった」「特

に感じることはなかった」と答えた方に）その理由を次の中から、いくつでも選ん

でください。（Ｍ．Ａ．） 

 

補充裁判員として裁判に参加した感想で、「あまりよい経験とは感じなかった」「よい経験とは

感じなかった」「特に感じることはなかった」と回答した４７名にその理由を尋ねた。 

「もともと裁判に参加することに意義を感じていなかったから」が 53.2％、「正式な裁判員にな

ることができなかったから」が 12.8％、「いつ正式な裁判員に選ばれるかわからず、不安だった

から」が 8.5％であった。 

 

『補充裁判員に選任された後の感想』（問１１）について「あまりよい経験とは感じなかった」

「よい経験とは感じなかった」「特に感じることはなかった」とした理由について（問１２－２）

で「その他」を選択した１６名にその理由を自由に記載してもらったところ、１５名から回答が

あった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表（２０６頁以下）記載の項目別に分類したところ、

「重い経験だった」を理由とするものが多かった。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 

  

53.2%

12.8%

8.5%

34.0%

2.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

n=25

n=6

n=4

n=16

n=1

全体

n=47

(M.A.)

もともと裁判に参加することに

意義を感じていなかった

正式な裁判員になることが

できなかった

いつ正式な裁判員に選ばれるか

わからず、不安だった

その他

不明
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（６）その他の全般的な意見や感想など（問１３） 

全般的な感想について、自由に記載してもらったところ、全１，２２９名中、５３１名から回

答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表（２０６頁以下）記載の項目別に分類したところ、

参加した感想が最も多く、制度運用に関する意見がそれに続いている。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 
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３．裁判員候補者に対するアンケート結果 

（１）裁判所の対応（裁判所職員の対応、裁判所からの情報の提供、裁判所の設備など）に

ついて 

（ⅰ）全体的な印象 

問１-１ 全体的な印象はいかがでしたか。 

 

 

裁判所の対応について、「適切であった」との回答が 58.5％（「普通」とあわせて 98.2％）であ

ったのに対し、「不適切な対応があった」との回答は 0.6％であった。 

 適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『裁判所の対応に対する全体的な印象』を性別、年齢別でみたのが、図 3-1-1-1である。 

性別でみると、男性のほうが「適切であった」と回答した割合が低くなっている。 

年齢別では、「適切であった」と回答した割合は、20代で 66.5％と最も高く、60代では 54.0％

と最も低くなっている。 

 

  

7,538 

58.5%

5,112 

39.7%

71 

0.6%

166 

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=12,887

図3-1-1 裁判所の対応に対する全体的な印象（全体）
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男性

n=7,060

女性

n=5,789

20代

n=1,600

30代

n=2,180

40代

n=3,056

50代

n=3,009

60代

n=2,496

70歳以上

n=513

性
別
（
Ｆ
１
）

図3-1-1-1 裁判所の対応に対する全体的な印象

（性別、年齢別）

年
齢
別
（
Ｆ
２
）

 適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 
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『裁判所の対応に対する全体的な印象』を職業別、育児介護の有無別でみたのが、図 3-1-1-2

である。職業別で比べると学生の「適切であった」と回答した割合が 82.7％と最も高い。育児介

護の有無別では、大きな差はない。 

 

 

 

  

7,538 

58.5%

4,227 

58.0%

212 

55.2%

500 

59.2%
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従業員。役員を含む）

n=7,291

お勤め（派遣社員）

n=384

自営・自由業

n=844

パート・

アルバイト

n=2,102

専業主婦・

専業主夫

n=884

学生

n=127

無職

n=1,016

その他

n=152

育児をしている

n=2,175

介護をしている

n=594

育児も介護も

していない

n=9,167

図3-1-1-2 裁判所の対応に対する全体的な印象

（職業別、育児介護の有無別）

職
業
別
（
Ｆ
３
）

育
児
介
護
の
有
無
別
（
Ｆ
４
）

 適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 
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『裁判所の対応に対する全体的な印象』を裁判員に選ばれなかった感想別でみたのが、図

3-1-1-3である。 

裁判員に選ばれなかったことが「仕方ないと思う」と回答した層において、他の層よりも「適

切であった」と回答している者の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

（ⅱ）裁判所の対応について「不適切な対応があった」と答えた理由（問１-２） 

裁判所の対応（裁判所職員の対応、裁判所からの情報の提供、裁判所の設備など）について、

「不適切な対応があった」と回答した７１名に、その理由を自由に記載してもらったところ、７０

名から回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表（２１０頁以下）記載の項目別に分類したところ、

「事前送付物」に関する意見が最も多かった。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 

 

（ⅲ）裁判所の対応について感じたこと（問１-３） 

裁判所の対応（裁判所職員の対応、裁判所からの情報の提供、裁判所の設備など）について、

「ア 「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が届いてから裁判員等選任手続期日の前日まで」、

「イ 裁判員等選任手続期日当日」の２つに分け、自由な意見を記載してもらった。 

なお、記述内容を資料編の自由記載分類・整理表（２１１頁以下）記載の項目別に分類した。 

 

ア 「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が届いてから裁判員等選任手続期日の前日まで 

全１２，８８７名中、回答があったのは１，９２５名である。 

「事前送付物」に関するものが最も多く、職員の対応について「適切だった、気を遣ってもらっ

た」がそれに続いている。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 
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図3-1-1-3 裁判所の対応に対する全体的な印象

（選ばれなかった感想別）

 適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 
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イ 裁判員等選任手続期日当日 

全１２，８８７名中、回答があったのは１，９３２名である。 

職員の対応について「適切だった、気を遣ってもらった」が最も多い。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 
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（２）裁判員として選ばれることについての気持ち 

問２ 裁判員として選ばれることについてどう思っていましたか。 

 

 

裁判員として選ばれることの気持ちについて、「積極的にやってみたい」（12.3％）、「やってみた

い」（26.3％）をあわせた『積極的な参加意向』が 38.6％であるのに対し、「あまりやりたくなかっ

た」（21.2％）、「やりたくなかった」（8.9％）をあわせた『消極的な参加意向』は 30.1％である。 

 積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『裁判員として選ばれることについての気持ち』を性別、年齢別でみたのが、図 3-2-1である。 

性別でみると、『積極的な参加意向』（43.1％）は男性のほうが高く、『消極的な参加意向』（36.9％）

は女性のほうが高い。 

年齢別でみると、６０代までは若年層ほど『積極的な参加意向』の割合が高く、『消極的な参加

意向』の割合は低い。なお、７０歳以上の『積極的な参加意向』は他の年代よりも高くなってい

るが、７０歳以上は、定型的に辞退が認められる事由であることに留意されたい。 
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図3-2 裁判員として選ばれることについての気持ち（全体）
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図3-2-1 裁判員として選ばれることについての気持ち

（性別、年齢別）

性
別
（
Ｆ
１
）

年
齢
別
（
Ｆ
２
）

 積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 
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『裁判員として選ばれることについての気持ち』を職業別、育児介護の有無別でみたのが、図

3-2-2である。 

職業別でみると、学生の層の 70.8％が『積極的な参加意向』を示しているが、学生は、定型的

に辞退が認められる事由であることに留意されたい。その他の職業をみると、お勤め（正規の職

員・従業員。役員を含む）の層の 42.6％が『積極的な参加意向』を示しており、パート・アルバ

イトの層で 28.4％と最も低くなっている。 

育児介護の有無別では、介護をしている層の『積極的な参加意向』が低くなっている。 
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図3-2-2 裁判員として選ばれることについての気持ち

（職業別、育児介護の有無別）

職
業
別
（
Ｆ
３
）

育
児
介
護
の
有
無
別
（
Ｆ
４
）

 積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 
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（３）裁判員に選ばれなかった感想及び「不満である」と答えた理由 

問３ 裁判員に選ばれなかったことについて、現在どう感じていますか。 

 

 

裁判員に選ばれなかった感想としては、「仕方ないと思う」との回答が最も多く、50.6％となって

いる。「よかったと思う」との回答が 20.4％、「特に感想はない」との回答が 21.1％、「不満である」

との回答は 1.5％である。 

 よかったと思う 

 仕方ないと思う 

 

 

不満である 

 特に感想はない 

 不明 

 

【他のデータとのクロス集計】 

『裁判員に選ばれなかった感想』を裁判員として選ばれることについての気持ち別でみたのが、

図 3-3-1である。「積極的にやってみたい」、「やってみたい」をあわせた『積極的な参加意向』の

層では 65％以上が「仕方ないと思う」と回答している。一方、「やりたくなかった」と答えた層

では 63.7％が「よかったと思う」と回答している。また、「あまりやりたくなかった」と答えた

層では、35.6％が「よかったと思う」、43.9％が「仕方ないと思う」と回答している。 

 

 

 

『裁判員に選ばれなかった感想』（問３）について、「不満である」と回答した１９３名に、その

理由を自由に記載してもらったところ、１８５名から回答があった。記述内容を資料編の自由記

載分類・整理表（２１３頁以下）記載の項目別に分類したところ、「わざわざ日程を空けておいた

から」が最も多く、「選ばれたかったから」がそれに続いている。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 
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図3-3 裁判員に選ばれなかった感想（全体）

2,625 

20.4%

109 

6.9%

325 

9.6%

974 

35.6%

727 

63.7%

321 

11.0%

6,526 

50.6%

1,113 

70.2%

2,287 

67.5%

1,201 

43.9%

210 

18.4%

1,228 

42.1%

193 

1.5%

92 

5.8%

46 

1.4%

10 

0.4%

10 

0.9%

22 

0.8%

2,721 

21.1%

179 

11.3%

581 

17.1%

429 

15.7%

126 

11.0%

1,175 

40.3%

822 

6.4%

93 

5.9%

151 

4.5%

124 

4.5%

69 

6.0%

168 

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=12,887

積極的に

やってみたい

n=1,586

やってみたい

n=3,390

あまりやりたく

なかった

n=2,738

やりたくなかった

n=1,142

特に考えて

いなかった

n=2,914

図3-3-1 裁判員に選ばれなかった感想

（裁判員として選ばれることについての気持ち別）

裁
判
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 よかったと思う 

 仕方ないと思う 

 

 

不満である 

 特に感想はない 

 不明 
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（４）その他の全般的な意見や感想など（問４） 

全般的な感想について、自由に記載してもらったところ、全１２，８８７名中、１，８９０名

から回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表（２１４頁以下）記載の項目別に分類したところ、

参加した感想が最も多く、制度の運用に関する意見がそれに続いている。 

詳しくは、上記自由記載分類・整理表を参照されたい。 


